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NPO法人和歌山子どもの虐待防止協会事務局
〒640-8331 和歌山市美園町5丁目6番13号

TEL/FAX 073-425-6626
Mail wspcan@yahoo.co.jp

わたくしたちは子どもを虐待から守るために集まった県民の有志からなる団体です

月1回の例会に参加ご希望の会員の方はwspcan@yahoo.co.jpへ連絡をいただければ折り返しID
などをお伝えさせて頂きます。会員の方ならどなたでも参加できますのでふるってご参加ください。
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こどもをまんなかにおいた支援の実現に向けて
和歌山子どもの虐待防止協会 会長 桑原 義登

はじめに

新年、あけましておめでとうございます。

和歌山子どもの虐待防止協会は、１９９４年１
月に、和歌山県立医科大学名誉教授故小池通夫
先生を中心とした「和歌山被虐待児症候群対策委
員会」という学術的な研究活動から始まりました。

２００４年２月には特定非営利法人としての承
認を得て、医療、保健、福祉、教育等の専門家だけ
でなく子育てサークルなどの民間団体、一般市民や
地域の方々等の会員に加えて、企業等による賛助
会員の支援を得て運営しております。

２０２６年を迎え、「和歌山被虐待児症候群対
策委員会」が活動し始めてから３２年、「特定非営
利法人和歌山子どもの虐待防止協会」の発足から
２２年になります。２０２４年１１月１７日に記
念講演で岸本修平・和歌山県知事をお招きして３
０周年・２０周年の記念式典を開催させていただき
ました。

一方で、全国児童相談所における児童虐待相談
対応件数は増加の一途をたどっています。本会が活
動し始めた１９９４年度の同相談対応件数は１
９６１件であり、特定非営利法人になった２００
４年度の同相談対応件数は３１，４０８件であ
りました。令和５年度の同相談対応件数は２２
５，５０９件ですから、研究活動を始めた当時に
比べて１１５倍、特定非営利法人になってから７
倍の増加になっています。

このような件数の増加は単に児童虐待件数が増加
しているというだけではなく、児童虐待に対する認識の
高まりや児童虐待防止に向けた支援体制の強化が
図られた結果でもあると考えます。

そこで、最近の子育て支援施策や児童虐待対応
の考え方について、ポイントを挙げておきたいと思いま
す。

1．年齢にとらわれない自立するまでの支援

こども基本法（令和４年法律第 77 号）におい
て、「こども」とは、「心身の発達の過程にある者」と定
義しています。 同法の基本理念として、全てのこども
について、その健やかな成長が図られる権利が等しく
保障されること等が定められており、その期間を一定
の年齢で画することのないよう、「こども」表記をしてい
ます。同時に「若者」（思春期からポスト青年期のも
のを含む４０歳未満までの者）の表記も使われるこ
とになっています。

こどもへの支援にあたっては、年齢にとらわれず、自
立するまでの支援を目指しています。児童養護施設
等での18歳を超えた年齢での支援ができるようにな
り、社会的養護自立支援拠点事業により、児童養
護施設退所後の児童等へのアフターケアの充実を
図っています。

＜参考＞用語の整理

「こども」：社会的自立するまでの支援が必要で年
齢を画さない。こども家庭庁で使用。

「子ども」：児童福祉法の児童に対応し、「乳児」
（満１歳に満たない者）、「幼児」（満１歳から小
学校就学の始期に達するまでの者）、「少年」（小
学校就学の始期から満１８歳に達するまでの者）
に分類されている。厚生労働省で使用。

「子供」：所属に基づき「幼児」（幼稚園在籍）、
「児童」（小学校在籍）、「生徒」（中学校・高等
学校在籍）、「学生」（大学・専門学校在籍）に
分類。主に文部科学省で使用。

今後、「こども」表記が多く使用されるものと思われ
ますので、ここでも通常の表現では「こども」表記を使
わせていただいています。
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２.連携による包括的・重層的な支援

国は「こどもまんなか社会」の実現を目指し、こどもや
家庭の福祉を向上させるとしています。そして、こども
に関する政策を一本化し、縦割り行政を解消するこ
とを目指しています。教育や福祉の垣根を越えて連
携し合った施策の検討を期待しています。

桑原（2015）は和歌山県における社会的養護
児童の実態調査から、児童虐待の背景として、１経
済的不安・貧困理由（25.7％）、２不安定な夫
婦・家族関係(21.2％)、３病気や精神的に不安
定な保護者（18.6％）、４発達障害等こども自
身の育てにくさ(11.5％)あげています。児童虐待防
止にはこれらの課題との包括的・重層的な取り組み
が必要になるということでもあります。

３.こどもの立場から考える支援

大人や社会の側から考える施策から、こどもの健全
な発達や成長につながる視点に重点を置いたこどもの
側の立場に立った施策への転換がなされるようになり
ました。

令和２年度の児童虐待防止等に関する法律の改
正で、「しつけのための体罰禁止」がありましたが、厚
生労働省は下記のような禁止すべき例を挙げていま
す。

・口で３回注意したが言うことを聞かないので頬をた
たいた

・大切な物にいたずらをしたので長時間、正座させた

・友達を殴りけがをさせたので、こどもをなぐった

・他人の物を盗んだので、罰として尻をたたいた

・宿題をしなかったので、夕食を与えなかった

・冗談のつもりで「おまえなんか生まれてこなければ良
かった」などこどもの存在を否定するようなことを言った
・やる気を出させるために、きょうだいを引き合いに出し
てダメ出しや無視をした
これらの内容は今までは「必要なしつけの範囲であ
る。」と考える人もいたようですが、こどもの健全な発達
の上で好ましくないために法律で禁止されるに至って
います。

４.こどもの意見表明を取り入れた支援
市町村における子ども・子育て支援施策等でのこど
もからのアンケート調査等を取り入れた企画や、アドボ
ケイト事業（児童の意見形成・意見表明支援事
業）などにより、こどもの意見が尊重された施策や処
遇に反映されるようになりました。

図1：こども家庭センターの設置とサポートプラン
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５.市町村におけるこども家庭センターによる支援

全ての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相
談支援を行う機能を有する機関 （こども家庭セン
ター）を設置し、妊娠届から妊産婦支援、子育てや
こどもに関する相談を受けて支援をつなぐためのマネジ
メント （サポートプランの作成）等を担う。児童福祉
業務と母子保健業務の一体的な相談支援により、
健康診査などのこどもの成長に沿った連続的な支援
と要保護児童対策地域協議会等の関係機関の連
携が重層的に展開することを期待しています。

市町村は児童虐待の通告先の一つであり、ワンス
トップで虐待対応ができるように保健師だけでなく福
祉や心理関係の専門職の配置も期待しています。
（図１参照）

６.全てのこどもに応じた支援

全てのこどものニーズや意見表明を受けとめていく知
識や技術の向上が必要となります。ことばでの意思表
示が困難な乳幼児や障害児の感情や意見を発達
の状況に応じて受け止めて対応していかねばなりませ
ん。乳児院に入所している被虐待乳児の家庭引き
取りの際、こどもの意見表明を判断するうえで、ケース
背景の理解や面会時の観察などにおける専門性が
問われると思います。

７.平等に適切な環境を提供していく社会的支援

家庭で養育されるこどもだけでなく、施設や里親によ
り養育される社会的養護のこどもへも、家庭で養育さ
れるこどもと同じように適切な養育環境の提供が求め
られています。

社会的養護とは、保護者のない児童や、虐待など
により保護者に監護させることが適当でない児童を、
公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養
育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことであ
ります。

社会的養護の受け皿となる児童養護施設等を適
切な家庭に近い環境での養育形態に改善する取り
組みや里親さんへの支援が強化されています。

おわりに

マザー・テレサは「愛の反対のことばは、憎しみではな
く無関心である。」と言っています。こどもへの愛情は、
こどもに最大の関心を向けることから始まると思います
ので、次のような視点で児童虐待防止活動を進めて
行きたいと考えています。

① こどもに関心を持つことにより、ケアを必要とする気
になるこどもを見つける。（早期発見する力や感度を
高める）

② こどもが求めているニーズを読み取る（原因や背
景についてのアセスメントする力をつける）

③ こどもの意見やニーズに応じた適切な働きかけや
環境を整える（現実的・具体的な実践力を養う）
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２.連携による包括的・重層的な支援

国は「こどもまんなか社会」の実現を目指し、こどもや
家庭の福祉を向上させるとしています。そして、こども
に関する政策を一本化し、縦割り行政を解消するこ
とを目指しています。教育や福祉の垣根を越えて連
携し合った施策の検討を期待しています。

桑原（2015）は和歌山県における社会的養護
児童の実態調査から、児童虐待の背景として、１経
済的不安・貧困理由（25.7％）、２不安定な夫
婦・家族関係(21.2％)、３病気や精神的に不安
定な保護者（18.6％）、４発達障害等こども自
身の育てにくさ(11.5％)あげています。児童虐待防
止にはこれらの課題との包括的・重層的な取り組み
が必要になるということでもあります。

３.こどもの立場から考える支援

大人や社会の側から考える施策から、こどもの健全
な発達や成長につながる視点に重点を置いたこどもの
側の立場に立った施策への転換がなされるようになり
ました。

令和２年度の児童虐待防止等に関する法律の改
正で、「しつけのための体罰禁止」がありましたが、厚
生労働省は下記のような禁止すべき例を挙げていま
す。

・口で３回注意したが言うことを聞かないので頬をた
たいた

・大切な物にいたずらをしたので長時間、正座させた

・友達を殴りけがをさせたので、こどもをなぐった

・他人の物を盗んだので、罰として尻をたたいた

・宿題をしなかったので、夕食を与えなかった

・冗談のつもりで「おまえなんか生まれてこなければ良
かった」などこどもの存在を否定するようなことを言った
・やる気を出させるために、きょうだいを引き合いに出し
てダメ出しや無視をした
これらの内容は今までは「必要なしつけの範囲であ
る。」と考える人もいたようですが、こどもの健全な発達
の上で好ましくないために法律で禁止されるに至って
います。

４.こどもの意見表明を取り入れた支援
市町村における子ども・子育て支援施策等でのこど
もからのアンケート調査等を取り入れた企画や、アドボ
ケイト事業（児童の意見形成・意見表明支援事
業）などにより、こどもの意見が尊重された施策や処
遇に反映されるようになりました。

図1：こども家庭センターの設置とサポートプラン
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大塔地球元気村

－4－

「地球元気村」は、人と地球がともに元気であること
を願い、人と自然が調和して生きる社会のあり方を
考え、その実践を全国で続けています。活動の原点
は今も変わらず、32年前、全国の自然を愛する仲
間達が旧大塔村（現・田辺市）に集まり、人と自
然の理想調和をテーマに開始した第1回の大塔地
球元気村イベントにあります。

イベント参加者への寄付
金分配金を頂きました。
ありがとうございます。
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2025年度セミナー
不登校に対する親子支援を考える

趣旨：小･中･高等学校の不登校の児童生
徒が急増しています。多くの不登校児が、学
校内外の専門機関等で相談･指導等を受け
ていない現状から、令和5年3月文部科学省
は、「誰一人取り残されない学びの保障」を
目指しCOCOLOプランを発表しました。また、
いじめ重大事態の発生件数も過去最高とな
り、引き続いて「不登校・いじめ緊急パッケー
ジ」においても「心の健康」を重視し、関係機
関等と積極的に連携した対処の必要性を提
案しています。本セミナーでは和歌山県の現
状を学び、様々な観点から「こどもの心」に寄
り添う方策を考えたいと思います。

午前 教育講演
・講演1 和歌山県における不登校の現状
和歌山県教育委員会教育支援課専門委員
馬場敦義氏
・講演2 不登校支援における心理社会的アプロー
チ～家族の社会的孤立予防に向けて―～
小山秀之(臨床心理士・社会福祉士・公認心理
師)
午後 ワークショップ（こどもと家族への支援）
テーマ：こどもの居場所を考える
ファシリテーター 小山秀之
内 容：ワークショップではグループ別に、こどもが心
身ともに安心できる居場所として、学校での対応、
学校外での対応などについて考えたいと思います。

5 8名の方に来て頂き、和歌山
県立医科大学保健看護学部で
1 0月 5日にセミーナーを行い
ました。ワークショップでは
活発な交流が行われました。
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◎紀南での取組が6年目となり、紀南の市町村は
14カ所にオレンジリボンツリーを設置することができた。
設置作業だけではなく、各所に設置したオレンジツ
リーを点検したり、啓発グッズの不足はないかなどを
確認したりするなど、会員が主体的・積極的に啓発
活動に取り組むことができた。また、各市町村や関
係団体からも積極的な協力をいただくことができた。
11月のオレンジリボン運動が恒例行事となり、ス
ムーズに活動が展開できるようになってきたことの意
義は大きい。なお、昨年度からいくつかの市町村に
は、ツリーを寄贈して保管してもらったこともスムーズ
に進められた要因と考えている。

①「人文字」ライトアップは予定をしておりましたが、
熊出没で今年度は中止となりました。

②啓発マスクとリーフレットをセットにしたので、広くい
きわたることにつながり、啓発の効果が高まった。ツ
リー設置時と撤去時には、設置先の関係者の方が、
さらに好意的で関心を高めてくださった印象がある。
ただ、東牟婁方面では、啓発グッズをとっていただけ
る数量が少ない傾向があるので、原因や方策につ
いて改めて検討していきたい。新聞で報道される機
会（11/4付紀伊民報 11／2紀南新聞）があり、
オレンジリボンツリーについて知っていただけることはと
てもありがたい。

③賛助会員の紀伊民報社の協力を得て、7回の
啓発広告や記事の掲載が実現した。回数が多くな
ると、それだけ地域の皆様の目にとまることも多くなり、
より効果的に啓発できたと考えている。

④今年も和歌山県発行の”県民の友”に啓発記
事が掲載された事は大きく、お願いをしなくても毎年
掲載して頂けるように働きかけたいと思います。また
県の担当の課がライトアップに働けかけてくれるように
なったのは大きな成果だと感じる。

202５年度オレンジリボン運動

◎本年度も和歌山県の広報紙「県民の友」11月号
において”オレンジリボン・児童虐待防止推進キャン
ペーン”関連記事が掲載された。

早い時期での掲載依頼を働きかける事で2025年
度も実現。県下全域で配布されるので毎年掲載し
続ける事が出来るように職員に働きかけを行い定着し
たい。今後は全市町村への掲載を働きかけたいと考
えている。

◎和歌山市役所でのツリーの展示と和歌山市へ働き
かけで和歌山城ホール、市堀川中橋のライトアップも
実現。まだまだ、周知が出来ていないので、早い段階
から行政との連携を深めて、行政自体が推進月間に
向けて市民に対して児童虐待防止啓発の機運を高
めていきたいと考えている。

今後は和歌山県の全ての市町村に期間中のオレ
ンジリボンツリー設置を実施したいと考えており、さらに
幼稚園・保育所・小中学校でのPTA研修や児童・
生徒へ啓発活動も実施していきたいと考えている。親
子で参加出来る周知活動を行っていければと思う。

啓発活動に実質的に参加して貰える正会員の増
員が必須条件となることであろう。

大部分の正会員は日常的な仕事があり、平日の
昼間に活動参加しにくい状況のため、一部の正会員
の活動負担が大きくなっている。また「オレンジリボン・
児童虐待防止推進キャンペーン」にかかわらず年間を
通じての定期的な活動の策定も必要であろう。啓発
活動に実質的にサポート出来る啓発ツールの提供も
大事ではないか。そして、何より若い世代への働きか
けと正会員の拡大であろう。

副会長 稲田進彦
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1 1月はオレンジ
リボン・児童虐待
防止推進キャン
ペーン

11月1日（土）
熊野本宮大社の大鳥居のオレンジライトアップを
行いました。
お天気もよく行って下さった方ありがとうございました。
とても幻想的だったとの感想もいただきました。
また、那智勝浦町の協力で旧浦神小学校敷地
内のロケット「カイロス」モニュメントもオレンジライト
アップされました！！

N H K ギ ュ
ギ ュ っ と 和 歌 山

熊野本宮大社
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このほか和歌山県こ
ども支援課もビ ッグ
ホエールのラ イ ト ア ッ
プを して下さいま し
た 。県 も市も少しず
つ動いて下さ って 、
県下全域にオレンジ
リボン ・児童虐待防
止推進キャ ンペーン
の輪が広がればと思
います 。

市堀川中橋

和歌山城ホール

和歌山市役所

紀の川市青州の里

紀伊民報
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ふれあい人権フェスタ2025
合同でブース出店をしました。
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日本子ども虐待防止学会
第31回学術集会ほっかいどう大会
こどものしあわせ、みんなのしあわせ
～考えようこどもの権利 赤井美佐子

2025年11月15日、16日に北海道札幌で日
本子ども虐待防止学会が開催され、トリプルP（前
向き子育てプログラム）の発表をいたしました。
（旅費の補助を協会からいただき、ありがとうござい
ました。）
いろいろな分科会へ参加したので気になったことを
少しまとめました。

こどもに対する暴力をなくしこどもの権利を保障す
る子どもの権利教育
「妊娠期の両親学級から伝える体罰によらない子
育ての効果と心配な状態から支える支援」高祖
常子さん
2023年度のこどもの虐待による死者数は65人0
歳0日目が最も多く、虐待の5割は実母である。
母親の妊娠中から産後1年以内での自殺者は3年
間で162人。
産前の両親学級で体罰によらない子育てについて
学ぶことの重要性。
母親だけ、家族だけで頑張らず、さまざまなサポート
を使うイメージを持つことが大切。
体罰によらない子育て講演会への参加者からの声
「こどもの気持ちをきくことで良い変化が起こった」
「しつけは人の指示通りに動ける人に育てることでは
なく、自分で考え行動できる人になるようにサポート
し、応援することであることが分かった」

こどもがこどもの権利について知らないこと自体がこど
もへの暴力であるとの言葉が印象に残りました。

産前からの親準備教育で虐待予防へ
金子和保さん（NPO法人さんじょう）
赤ちゃんが我が家に来る前に準備が大切
赤ちゃんが泣き止まないときにどうするか？あらかじめ
知っているかどうかで随分気持ちが違う。沐浴指導
よりも大切なことかもしれない。

こどもの権利を守る小学校の 『いじめ』予防から 
こども虐待予防教育
木村幹彦さん（大阪市立南市岡小学校）
小学校での人権教育
自分と相手を大切にする力を育てる教育
暴力を許さない
いじめの芽を許さない
暴言や暴力等があった際にはトラウマ理解に基づく
指導①怒鳴らない②身体を触らない③話は短く④
罰を与えない

児童虐待対応における子どもの権利保障を改め
て考える～システムアドボカシーに注目して
安田徹さん（社会福祉法人北翔会）
社会的養護から自宅へ帰ったこを支える仕組みが
必要。
社会福祉法人が運営する子どもの居場所を親や
兄弟との関係で行き詰った際に、こどもが安心して
家出できる場所として利用。
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ふれあい人権フェスタ2025
合同でブース出店をしました。
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平日はこどもを学校へ迎えて宿題、お風呂、夕食ま
で済ませて自宅へ送る。親の負担軽減。

こどもとともに考える援助方針会議パート2「こども
の人生を大人だけで決めない」
前原 一教さん（広島県東部こども家庭セン
ター）
広島で一時保護されたこどもが施設で死亡したこと
がきっかけ。
社会的養護で暮らす子どもの意見表明権の保障と
して援助方針会議へ参加がなされた。
こどもが安心して会議へ参加できる環境を整える。
こどもが話しやすくなる工夫（サポーターはだれがよ
いか？ぬいぐるみ、質問攻めにしないようにする等）
自分のことが知らないうちに大人たちで話し合われて
いること自体がおかしい。
こどもの意見をきくシステムをつくる。

まとめ
～考えようこどもの権利～という副題のとおり「こども
のけんり」という言葉が多い大会と感じました。こども
を守るべき弱い存在としてとらえるのではなく、「権利
主体としてのこども」との考えが浸透していることを感
じる大会でした。

学会で購入した本や教材です。

日本子ども虐待防止学会 第32回おおさか大会
会期
2026年11月14日（土）～11月15日（日）
会場
大阪国際会議場（予定）

－14－

スクイーズ（手を動かすことで
心が落ち着く）
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日本子ども虐待防止協会
第31回学術集会 ほっかいどう大会

橋 香代子

令和7年11月15日（土）・16日（日）に北海
道札幌コンベンションセンター・札幌市産業振興セン
ターにて開催されました。
少し寒さを感じましたが、両日とも天候に恵まれ 今
回のテーマである「こどものしあわせ、みんなのしあわ
せ ～考えよう こどもの権利」には多くの方が来場
されていました。

大会長より「こどもの権利」 生きる・育つ・譲られ
る・参加する この４つの権利に加え、「知る」権利と
「伝える」義務が重要であること 今は、こどもの権利を
考える時に、Nothing About us without us
(ボクたち、私たちのことをボクたち私たち抜きで決めな
いで)を視点とし、こどもと対話をすることが求められて
いるという挨拶文の言葉が印象的でした。
柳川先生が座長を務められ、演題：「親支援プロ
グラムを軸とした親子関係形成支援事業の実際 ―
その成果と課題―」より、北海道浦河町・関西各
地・千葉県市原市・和歌山県の取り組みや活動の
発表があり、和歌山県内の「前向き子育てプログラ
ム」の取り組みを発表させて頂きました。

NPO法人和歌山子どもの虐待防止協会より、旅
費等のご厚志いただきありがとうございました。

「いつでもトリプルＰにアクセスできる」 親が支援
を選べる仕組みづくり ～和歌山県・和歌山市・紀
ノ川市の取り組み～ 赤井 美佐子・橋 香代子

和歌山県では平成22年から家族再統合のための
プログラムとしてトリプルＰプログラムを実施し、NPO法
人和歌山子どもの虐待防止協会への委託事業と
なっています。
少人数のグループトリプルＰ、個別対応のプライマ
リートリプルＰの両方が、親御さんの状況に応じて受
講でき当団体の副会長家本めぐみさんが主に児童
相談所でのトリプルＰを担当されています。

市町村では、和歌山市で年３回、紀の川市で年
１回のグループトリプルＰを実施しています。
両市共、広報紙や市の公式ライン、地域子育て支
援拠点利用者が応募し参加されます。

グループワーク中は、こどもと離れお茶やおやつを食
べながら、ゆったりとした気持ちで受講して頂きます。
子育ての17の方法をそれぞれの家庭にあった方法で
取り入れながら、こどもへの関わり方、家族への関わり
方、こどもや親の変化に気づきながら、親御さんの応
用力と自信を身につけます。

県・両市共、グループワーク終了後も支援の必要な
家庭に訪問し、支援を継続しています。

和歌山駅前に子育て支援拠点「かがやきポルト
わこ」をおき、子育て相談、トリプルＰの個別セミナー
も随時実施しており、グループワーク受講後、こどもの
成長や思春期になり問題が変化した時に相談に来ら
れる方や、支援拠点で個別セミナーを受講後に市の
グループトリプルＰに参加される方もおられます。
また、障害のある子どもを持つ親向けの「ステッピング
トリプルＰプログラム」もあり、親のニーズに応じて対応
し、親の就労に合わせ父母とも参加しやすく、すべて
の親がいつでもトリプルＰにアクセスができる仕組みが
あります。
今後も県・市・民間と協働しながら、親御さんに「ト
リプルＰ前向き子育てプログラム」を届けていきたいで
す。

－15－

平日はこどもを学校へ迎えて宿題、お風呂、夕食ま
で済ませて自宅へ送る。親の負担軽減。

こどもとともに考える援助方針会議パート2「こども
の人生を大人だけで決めない」
前原 一教さん（広島県東部こども家庭セン
ター）
広島で一時保護されたこどもが施設で死亡したこと
がきっかけ。
社会的養護で暮らす子どもの意見表明権の保障と
して援助方針会議へ参加がなされた。
こどもが安心して会議へ参加できる環境を整える。
こどもが話しやすくなる工夫（サポーターはだれがよ
いか？ぬいぐるみ、質問攻めにしないようにする等）
自分のことが知らないうちに大人たちで話し合われて
いること自体がおかしい。
こどもの意見をきくシステムをつくる。

まとめ
～考えようこどもの権利～という副題のとおり「こども
のけんり」という言葉が多い大会と感じました。こども
を守るべき弱い存在としてとらえるのではなく、「権利
主体としてのこども」との考えが浸透していることを感
じる大会でした。

学会で購入した本や教材です。

日本子ども虐待防止学会 第32回おおさか大会
会期
2026年11月14日（土）～11月15日（日）
会場
大阪国際会議場（予定）

－14－

スクイーズ（手を動かすことで
心が落ち着く）
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浦河町における子育て応援とトリプルＰの展開
【北海道浦河市】

トリプルＰグループワークを実施し受講した有志で子
育てサークル「ぱすてる」を立ち上げ、定期的に集まり
子育ての悩みを共有し、トリプルＰでの学びから相談
し合う会として活動中。浦河町では「子育て応援を
考える会」設立し、トリプルＰも地域全体の子育て応
援の取り組みの一環となっている。

親子関係形成事業トリプルＰと児童虐待防止への
取り組み 【大阪・京都など関西各地】

グループワークやセミナーの参加は、パパセミナーや
ティーン。ステッピング等と対象者を変えながら実施し
ている。また、トリプルＰは全ての親が対象であるため、
虐待している親にも勧めやすい利点がある。児童虐
待は通告するだけでは問題解決にならない。

トリプルＰは虐待をストップ出来る手助けになっている。
児童相談所や関西各地12市町村で実施している。

トリプルＰプログラムで親子関係形成支援 【千
葉県市原市】

トリプルＰプログラムセミナー・グループワークを実施し、
セミナーでは養育者、教育関係者、子育て支援者な
ど幅広い層の参加がある。グループワークは父母共に
意欲的な参加があり、要体協ケース参加者が最後ま
で受講し良い成果をだしている。グループワーク終了
の半年後には同窓会を開催し、参加者のモチベー
ションの維持を促し、参加者同士の繫がりを強めてい
る。親子それぞれの良い結果がアセスメントからも示さ
れている。

エビデンスがあるからこそ、行政からの信頼もある。

 向 子 ての   を     ーニ    た に   た  
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今後の予 

3月15日（日）

紀南公開講演会（シンポジウム） 開催

「施設養護は、どこに向かっているのか」と題してシンポ
ジウムを行います。
多くの方に参加して頂ければと思います。

6月総会（予定）

6月14日（日）

－17－

浦河町における子育て応援とトリプルＰの展開
【北海道浦河市】

トリプルＰグループワークを実施し受講した有志で子
育てサークル「ぱすてる」を立ち上げ、定期的に集まり
子育ての悩みを共有し、トリプルＰでの学びから相談
し合う会として活動中。浦河町では「子育て応援を
考える会」設立し、トリプルＰも地域全体の子育て応
援の取り組みの一環となっている。

親子関係形成事業トリプルＰと児童虐待防止への
取り組み 【大阪・京都など関西各地】

グループワークやセミナーの参加は、パパセミナーや
ティーン。ステッピング等と対象者を変えながら実施し
ている。また、トリプルＰは全ての親が対象であるため、
虐待している親にも勧めやすい利点がある。児童虐
待は通告するだけでは問題解決にならない。

トリプルＰは虐待をストップ出来る手助けになっている。
児童相談所や関西各地12市町村で実施している。

トリプルＰプログラムで親子関係形成支援 【千
葉県市原市】

トリプルＰプログラムセミナー・グループワークを実施し、
セミナーでは養育者、教育関係者、子育て支援者な
ど幅広い層の参加がある。グループワークは父母共に
意欲的な参加があり、要体協ケース参加者が最後ま
で受講し良い成果をだしている。グループワーク終了
の半年後には同窓会を開催し、参加者のモチベー
ションの維持を促し、参加者同士の繫がりを強めてい
る。親子それぞれの良い結果がアセスメントからも示さ
れている。

エビデンスがあるからこそ、行政からの信頼もある。

 向 子 ての   を     ーニ    た に   た  
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和歌山県児童相談所の児童虐待対応件数
虐待タイプ別の推移 令和6年度総数2,030

和歌山県における児童虐待の現状

－18－
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●虐待者別相談件数

●虐待種類別相談件数

和歌山県児童虐待相談件数
心理的虐待（言葉による脅しなど）が最も多く、ネグレクト（食事を与えない、ひどく不潔 にする、自
動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど）、身体的虐待、性的虐待の順
になっています。 心理的虐待の件数の割合が依然として高いのは、こどもが同居する家庭におけるDV 
を心理的虐待として警察から通告を受けるケースが多いためであると考えられます。

和歌山県こども支援課

家族親戚
8.5% 近隣知人

9.8%
児童本人

1.4%

児童相談所
4.3%

福祉事務所
5.6%

保健センター・保健所
0.5%

児童福祉施
設

1.6%
医療機関

2.0%警察等
51.7%

児童委員
0.0%

学校等
7.9%

その他
6.7%

全国児童相談所の児童虐待対応件数R5年度の相談経路

－19－

和歌山県児童相談所の児童虐待対応件数
虐待タイプ別の推移 令和6年度総数2,030

和歌山県における児童虐待の現状

－18－
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2018年4月8日に和歌山市美園
町5丁目6-13に念願の集える場所
「かがやきポルトわこ」をオープンして
7年が経ちます。
多くの方に立ち寄っていただき子育
てに関するあらゆる相談、活動を
行っています。

－20－

かかががややききポポ    わわここ
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－21－

かかががややききポポ    わわここ活活動動報報告告

こども食堂

赤い羽根共同募金

食品や教材の配布を実施しております。

子育て相談
トリプルPミニセミナー

わこでは、親御さんの話をゆっくり聴かせてもらって
います。「こどもが言うことをきかない」「上の子の赤
ちゃん返り」「祖父母との関係」「学校への行きしぶ
り」等、相談内容は様々です。
相談の中でトリプルP（前向き子育てプログラ
ム）のミニセミナーに関心を持たれ、受講につなが
りDVDを見ながら話をすることもあります。
また、電話で知り合いのこどもについて相談される
方もあり、深刻な場合には行政に連絡をすること
もあります。
親御さんに寄り添いながら話を聴き、少しでも気
持ちを楽にして帰っていただけたらと思っています。

わこは「和歌山市こども食堂連絡協議会」の
拠点にもなっています。
こども食堂同士がつながることで、研修や交流
会ができるようになりました。また、寄付をいただ
きやすくなり、皆さんでシェアする仕組みもでき、
わこもお米やお菓子をいただいています。つなが
りのあるご家庭へ定期的に食品を配っているた
め大変助かっています。

御寄付･ご支援ありがとうございます。

おてらおやつクラブ様を通じて
和歌山市善称寺様から

毎月お供えのおさがりを頂いております。 
会員様からお米もいただいております
寄付をいただき心から感謝いたします。

食品配布の際には、
ご家庭の様子をきかせていただくようにし
ています。
こどもが人見知りで困っていること等、話
しの中でお困りごとが出てくる場合もあり
ます。
普段は親だけで食品を取りに来られて
いた方が「今日は休園なんです」とお子
さんと一緒に来てくださり、わこのおもちゃ
で遊んで過ごすこともあります。

2018年4月8日に和歌山市美園
町5丁目6-13に念願の集える場所
「かがやきポルトわこ」をオープンして
7年が経ちます。
多くの方に立ち寄っていただき子育
てに関するあらゆる相談、活動を
行っています。

－20－

かかががややききポポ    わわここ
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和歌山市
こども食堂連絡協議会

－22－
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NPO法人和歌山子どもの虐待防止協会
のこと

オレンジリボン運動

NPO法人和歌山子どもの虐待防止協会
〒640-8331
和歌山市美園町5丁目6番13号
Tel /Fax 073-425-6626
Mail wspcan@yahoo.co.jp

こどもの観点で考える
虐待を強者( 大人) の視点から考えると、しつけの範
疇であると言う答えがいつも返ってきます。つまり、
しつけとの線引きを明らかにするという作業にこだわ
ると、どこまで行っても概念中心の話になり、苦しん
でいるこどもを無視した議論になってしまいます。こ
の場合、しつけ、虐待と言う言葉から一度離れて下さ
い。そしてこどもの状態をきっちりと評価することに
専念して下さい。結果として問題としている行為が、
こどもの心身を傷つけ、健やかな成長、発達を損なう
場合は、すべて虐待なのです。連絡先

http://wspcan.jp/

子育て支援

児童への社会的養護支援

こどもの貧困対策

子育てプログラムの提供

児童養護施設、里親支援

学習支援、こども食堂

子どもに愛を あなたに勇気を

虐待は4つのタイプに分類されます
①身体的虐待
②性的虐待
③ネグレクト（放置や養育の怠惰）
④心理的虐待

1. 虐待は特殊な出来事ではなく、身近な問題です。
2. 広い意味で「不適切な関わり」に眼をむけましょう。
3. 子育てには、父親も参加しましょう。
4. 家庭の孤立を防ぎましょう。
5. ひとりで悩まず相談しましょう。

オレンジリボン憲章
私たちは、こどもの成長と発達を支援することが社
会全体の責任であることを自覚して、次のとおり行
動します。
私たちは、こどものいのちと心を守ります。
私たちは、家族の子育てを応援します。
私たちは、里親と施設の子育てを応援します。
私たちは、地域の連携を拡げます。

私たちは、子ども虐待のない社会を目指します。

・トリプルPプログラム
グループワーク
ミニセミナー
個別セッション

・子育て相談
・虐待通報等対応

・こ☺はうすきしがわは、
こどもたちの安心安全な居
場所ホッとできる場所です。
一緒に遊んだり宿題をしたり
ごはんを食べたりしませんか。

・出前講座出前ワークショップ
・セミナー（会員・一般）
・公開講演会
・ニューズレターの発行
・総会
・子育て支援
・かがやきポルトわこ

WSPCAN活動

・人権フェスタ参加
・学会への参加
・各種研修会講師

その他の活動

－23－

和歌山市
こども食堂連絡協議会

－22－
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－24－

賛助会員個人の年会費
を5,000円としました。

 

 

 

 

年会費の「自動引き落とし」のご案内 

お客様のお支払いに便利な口座から自動引き落としの口座振替のご利用が出来るようになり

ました。この機会に是非ご利用くださいませ。何卒よろしくお願い申し上げます。 

年会費を自動振替にされますと、郵便局等金融機関へ行かずに支払いをすることができます。 

1. 対象金融機関 

⚫ ゆうちょ銀行（他の金融機関では出来ません） 

2. お申込 

⚫ お近くの郵便局へ「自動振込利用申込書」を提出して下さい。 

⚫ お申込には、郵便局の通帳とお届け印をご持参して下さい。 

3. 記入にあたっての留意事項 

⚫ おところ、おなまえが通帳とあっている事を確認して下さい。 

⚫ 記号番号は通帳の番号をお書きください。 

会費は、年会費ですから毎年 4 月 20日に 1 回のみの引落としがされる契約とな

っております。通帳の金額が不足されている方のみ、4月 30日に再引落を実施いた

します。（土・日・祝日の場合は翌営業日） 

毎年4月には通帳の残高確認をよろしくお願いします。 

⚫ 一度お手続きをいただきますと、停止のご連絡がない限り、毎年、会費の引落が行

われます。 

⚫ 停止・金融機関の変更をしたい場合には、必ず事務局までご連絡ください。 

NPO法人和歌山子どもの虐待防止協会
年会費の「自動引き落とし」のご案内
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ＮＰＯ法人和歌山子どもの虐待防止協会 

会費の自動払込の利用申込手続き（口座引き落とし）について 
1. 対象金融機関 

⚫ ゆうちょ銀行（他の金融機関では出来ません） 

2. お申込 

⚫ お近くの郵便局へ「自動振込利用申込書」を提出して下さい。 
⚫ お申込には、郵便局の通帳とお届け印をご持参して下さい。 

3. 記入にあたっての留意事項 

⚫ おところ、おなまえが通帳とあっている事を確認して下さい。 

⚫ 記号番号は通帳の番号をお書きください。 

⚫ 振込開始月は 4月となります。 

会費は、年会費ですから毎年 4 月 20 日に 1 回のみの引落としがされる契約とな
っております。通帳の金額が不足されている方のみ、4 月 30 日に再引落を実施いたします。

（土・日・祝日の場合は翌営業日） 

毎年4月には通帳の残高確認をよろしくお願いします。 
 名義人の「おところ（住所）」「おなまえ」

「電話番号」をご記入ください。 

通帳の「お届け印」を鮮明に押印して下

さい。（2枚目にもご捺印ください） 

ゆうちょ銀行の通帳「記号番号」を左詰
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振込先 
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口座名義人が、お客様（ご契約者様）と

異なる場合のみご記入ください。 

－25－－24－

賛助会員個人の年会費
を5,000円としました。

 

 

 

 

年会費の「自動引き落とし」のご案内 

お客様のお支払いに便利な口座から自動引き落としの口座振替のご利用が出来るようになり

ました。この機会に是非ご利用くださいませ。何卒よろしくお願い申し上げます。 

年会費を自動振替にされますと、郵便局等金融機関へ行かずに支払いをすることができます。 

1. 対象金融機関 

⚫ ゆうちょ銀行（他の金融機関では出来ません） 

2. お申込 

⚫ お近くの郵便局へ「自動振込利用申込書」を提出して下さい。 

⚫ お申込には、郵便局の通帳とお届け印をご持参して下さい。 

3. 記入にあたっての留意事項 

⚫ おところ、おなまえが通帳とあっている事を確認して下さい。 

⚫ 記号番号は通帳の番号をお書きください。 

会費は、年会費ですから毎年 4 月 20日に 1 回のみの引落としがされる契約とな

っております。通帳の金額が不足されている方のみ、4月 30日に再引落を実施いた

します。（土・日・祝日の場合は翌営業日） 

毎年4月には通帳の残高確認をよろしくお願いします。 

⚫ 一度お手続きをいただきますと、停止のご連絡がない限り、毎年、会費の引落が行

われます。 

⚫ 停止・金融機関の変更をしたい場合には、必ず事務局までご連絡ください。 

NPO法人和歌山子どもの虐待防止協会
年会費の「自動引き落とし」のご案内
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ＮＰＯ法人和歌山子どもの虐待防止協会 賛助会員（順位不同・敬称略） 

部落解放同盟  
和歌山県看護協会 
中田食品株式会社 
株式会社蒲田嵩商店 
株式会社紀伊民報 

株式会社田辺スズキ販売 
株式会社カナセ 

株式会社山長商店 
プラム食品株式会社 
セイカ株式会社 

株式会社かつら木材商店 
有限会社きのくに林産加工 
株式会社伸栄木材 
紀州物産株式会社 

株式会社ヤマヨテクスタイル 
株式会社湊組 
株式会社みやび 

株式会社西峰工務店 
株式会社堀組 
株式会社プラス 
白浜ガス株式会社 

株式会社和歌山ライフコンサルティング 

株式会社モリカワ 
藤乃湯有限会社 
菅根測量株式会社 
有限会社英信運輸 
株式会社丸山組 

紀南段ボール株式会社 
ＮＰＯ法人はまゆう作業所 
オフィスメイト株式会社 
株式会社タチバナ 

レンゴー株式会社和歌山工場 
公立紀南病院職員労働組合 
株式会社島精機製作所 
株式会社光和設備 
株式会社西嶋 

和歌山南ロータリークラブ 

エフエム和歌山（FM877） 
株式会社あん心保険事務所 
第一電機設備工業株式会社 
株式会社紀州商合印刷 
株式会社テンコーライフ 

一般社団法人かわばた興産 
株式会社きんでん和歌山支店 
和歌山県農業協同組合 
株式会社不動農園 

MOTOR GAREGE わんぱく 
サンフィールドタイラ 
中田マルヰ株式会社 
株式会社山幸 
株式会社都 

有限会社銀ちろ 
田辺商工会議所 
株式会社横田 

株式会社大木建設 
雲城山正教寺 
株式会社うえだ 

株式会社クレヨンホーム 
特定非営利活動法人ホッピング 

菱岡工業株式会社 
（株）東農園 

井上梅干食品株式会社 
(株）小山農園 

株式会社梅一番井口 
堅田保育園 

和歌山児童家庭支援センターきずな 
熊野本宮大社 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

真砂充敏田辺市長 
奥田誠上富田町長 
大江康弘白浜町長 
岩田勉すさみ町長 
山本秀平みなべ町長 
那智勝浦町長 

田嶋勝正串本町長 
野田泰輔田辺市教育長 
宮内一裕上富田町教育長 
西田拓大白浜町教育長 
塩路隆人すさみ町教育長 
井戸和彦みなべ町教育長 

谷口和樹 
立谷誠一 
鈴木太雄 
林ひろみ 
吉冨 均 
 

 
 
 
 
 
 

 
ありがとうございます。 

R8年 1月時点 
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－27－

特定非営利活動和歌山子どもの虐待防止協会 入会申込書 

事務局へ Fax、Mailまたは郵便でお願いします。 
『〒640-8331 和歌山市美園町 5丁目 6番 13号』 

『Tel/Fax： 073-425-6626』 『Mail：wspcan@yahoo.co.jp』 
🌸🌸当協会は専門職に限らず、広く一般の方、団体も入会可能です。 

 

ふりかな  申込日      年  月  日 

氏名  
職種  
専門  

勤務先 

名称 
 

部署  
電話  

勤務先 

住所 
〒 
 

Fax  
Mail  

自宅住所 
〒 
 

電話  
Mail  

連絡先どち

らかに☑ 
□自宅    ☐勤務先 携帯番号  

会員種別 □正会員 ☐賛助会員・一般個人（   口） □賛助会員・団体（   口） ☐学生会員 

名簿削除希望項目   ☐氏名   ☐勤務先   ☐自宅（①住所  ②電話  ③Fax） 
賛助会員の方はホームページへの掲載の有無   ☐あり    ☐なし 

 
 
 
 
 
 
※誠に申し訳ございませんが、振込手数料はご負担ください。 
年会費は正会員 3,000 円・学生会員 1,500 円 
賛助会員（一般個人）5,000 円/口（1口以上何口でも結構です） 
賛助会員（団体・法人）10,000 円/口（1口以上何口でも結構です） 

特定非営利活動和歌山子どもの虐待防止協会 
〒640-8 和歌山市美園町 5丁目 6番 13号 

Tel/Fax：073-425-6626 Mail：wspcan@yahoo.co.jp 

＊「個人情報保護法」に基づき、本人の承諾を得ないで個人情報を第三者に提供することは致しません。 
＊ 会費の有効期限は、会費納入年度（3月末日）までです。 
＊ 有効期限内に退会の申し出がない場合は、会員資格は自動的に継続されます。 

事務局  

記入欄 

受付 入金確認日 御礼状送付 PC入力 登録 

      

郵便振込先 
口座番号：00980-9-157780 加入者名：NPO法人和歌山子どもの虐待防止協会 

銀行振込先 
紀陽銀行 紀三井寺支店 普通 609482 特定非営利活動法人和歌山子どもの虐待防止協会 

http://wspcan.jp 

－26－

ＮＰＯ法人和歌山子どもの虐待防止協会 賛助会員（順位不同・敬称略） 
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ありがとうございます。 

R8年 1月時点 
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NPO法人和歌山子どもの虐待防止協会事務局
〒640-8331 和歌山市美園町5丁目6番13号

TEL/FAX 073-425-6626
Mail wspcan@yahoo.co.jp

わたくしたちは子どもを虐待から守るために集まった県民の有志からなる団体です

月1回の例会に参加ご希望の会員の方はwspcan@yahoo.co.jpへ連絡をいただければ折り返しID
などをお伝えさせて頂きます。会員の方ならどなたでも参加できますのでふるってご参加ください。




